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文房具や事務用品でもプラチャレンジ！

滋賀県では、毎月一日の「しがプラチャレンジの日」に合わせて、その月に県民のみなさ

んに実践していただきたいプラスチックごみ削減に向けたチャレンジ（プラチャレ）をこの

通信でお知らせしています。今月のプラチャレの取組を、ぜひ実践してみましょう！

～新年度も「しがプラチャレンジ」！～

今月のプラチャレ

令和6年度が始まりました。今年度も「しがプラチャレンジ」、ぜひ取
り組んでくださいね！
さて、何かと新しく文房具や事務用品が入り用になるかと思います
が、こんな時もプラスチックごみの３Rを意識してみませんか？
たとえば、プラスチックでできたクリアファイルが主流ですが、最近
は紙製のクリアファイルもいろんな印刷会社で登場しているんです！
文房具などを新たに購入する際は、素材を考えて、プラスチックのリ
デュース（発生抑制）にチャレンジしてみませんか？
また、再生プラスチック使用製品を使うことも、
プラスチックのリユース（再使用）につながりますね！
エコマークのあるプラスチック製品は、再生プラスチック
を使用したものですので、ぜひ確認してみてください。
新年度も、「しがプラチャレンジ」！どうぞよろしくおね
がいします！

プラチャレ
バックナンバーは
こちらから！
（県HP）

プロジェクトキャラクター
湖神挑一（こがみちょういち）

エコマーク


